井原市障害福祉支援者養成事業補助金交付要綱

　（目的）
第１条　この要綱は、障害福祉サービス等に従事する人材の確保及び障害福祉サービス事業所の従事者の資質及び専門性の向上を図ることを目的として、予算の範囲内において井原市障害福祉支援者養成事業補助金（以下「補助金」という。）を交付するものとし、その交付に関しては、井原市補助金交付規程（昭和３４年井原市規程第１号）に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
（定義）
第２条　この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
　(1)　障害福祉サービス事業所　次のアからエまでのいずれかに該当する事業所をいう。
ア　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号。以下「障害者総合支援法」という。）第５条第１項に規定する障害福祉サービス事業所又は施設
イ　児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第６条の２の２第１項に規定する障害児通所支援事業所
　　ウ　障害者総合支援法第５１条の２０第１項に規定する特定相談支援事業所
エ　児童福祉法第２４条の２８第１項に規定する障害児相談支援事業所
　(2)　対象研修　岡山県及び岡山県が指定する事業者が実施する研修であって、次に掲げるものをいう。
　　ア　強度行動障害支援者養成研修
　　イ　医療的ケア児等支援者養成研修
　　ウ　医療的ケア児等コーディネーター養成研修
　　エ　重度訪問介護従事者養成研修
　　オ　同行援護従事者養成研修
カ　相談支援従事者初任者研修
キ　喀痰吸引等研修（社会福祉士及び介護福祉士法施行規則（昭和６２年厚生省令第
４９号）附則第４条の表に規定する第３第１号の基本研修及び同表第２号の実地研修に限る。）
　　ク　その他市長が必要と認める研修
[bookmark: _Hlk224133894]２　前項第２号の規定にかかわらず、市長が認める場合は、県外において実施する同様の研修についても対象とする。
　（補助対象者）
第３条　補助金の対象となる者は、次の各号に掲げる要件の全てに該当する事業者又は個人とする。
　(1)　市内に主たる障害福祉サービス事業所等を有し、現に事業を営んでいる事業者又は井原市が援護の実施者となる障害者等（施設入所支援の支給決定を受けている者を除く。以下「障害者等」という。）に対し、現に支援を行う個人
　(2)　補助金の申請時において、納期限が到来している市税に滞納がないこと。
　（補助対象経費）
第４条　補助の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、対象研修の受講に係る費用のうち、受講料、テキスト代及び保険代とする。ただし、国、県その他団体の補助金等の交付の対象となっているものを除く。
　（補助金の額）
第５条　補助金の額は、前条に規定する補助対象経費に２分の１を乗じて得た額（その額に１，０００円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額）とする。
　（交付申請）
第６条　補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、対象研修の受講の申込みを行う前に、井原市障害福祉支援者養成事業補助金交付申請書（様式第１号）に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
　(1)　受講する予定の研修費用の内訳がわかる書類
　(2)　研修を受講する予定の職員の就業証明書又は就業見込証明書等（申請者が事業者の場合に限る。）
　(3)　障害者等の同意書（様式第２号。ただし、第２条第１項第２号キの実地研修を受講する場合の対象者に限る。）
　(4)　市税等を滞納していないことを証する書類（申請者が事業者の場合に限る。）
　(5)　その他市長が必要と認める書類
　（交付決定及び通知）
第７条　市長は、前条の申請書を受理したときは、内容を審査し、適当と認めるときは補助金の交付を決定し、井原市障害福祉支援者養成事業補助金交付決定通知書（様式第３号）により、申請者に通知するものとする。
（事業内容の変更等）
第８条　前条の規定により補助金の決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、申請に係る事項を変更しようとするときは、市長に対し、井原市障害福祉支援者養成事業補助金変更承認申請書（様式第４号）を市長に提出しなければならない。
２　市長は、前項の申請書を受理したときは、内容を審査し、適当と認めるときは、井原市障害福祉支援者養成事業補助金変更承認通知書（様式第５号）により補助事業者に通知するものとする。
（実績報告）
第９条　補助事業者は、補助事業完了後速やかに井原市障害福祉支援者養成事業補助金実績報告書（様式第６号）に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1)　研修の修了を確認できる書類の写し、資格取得を証明する書類の写し又は結果通知書の写し
(2)　経費明細及び積算内容が確認できる書類（請求明細書の写し等）
(3)　支払を確認できる書類（領収書の写し等）
(4)　その他市長が必要と認める書類
（補助金額の確定）
第１０条　市長は、前条の実績報告書を受理したときは、内容を審査し、適当と認めるときは、補助金額を確定し、井原市障害福祉支援者養成事業補助金額確定通知書（様式第７号）により補助事業者に通知するものとする。
（補助金の支払）
第１１条　補助事業者は、前条の通知を受けたときは、井原市障害福祉支援者養成事業補助金請求書（様式第８号）を市長に提出しなければならない。
２　市長は、前条の請求書を受理したときは、速やかに補助金を支払うものとする。
（交付決定の取消し）
第１２条　市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1)　偽り又は不正な手段により、補助金の交付を受けたとき。
(2)　交付決定に付した条件に違反したとき。
(3)　この要綱の規定に違反したとき。
(4)　事業を中止し、又は廃止したとき。
(5)　前各号に掲げるもののほか、市長が補助金の交付を不適当と認めるとき。
２　市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、井原市障害福祉支援者養成事業補助金交付決定取消通知書（様式第９号）により、補助事業者に通知するものとする。
　（補助金の返還）
第１３条　市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助事業者に当該取消しに係る補助金の全部又は一部を交付しているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
　（委任）
第１４条　この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

　　　附　則
　（施行期日）
１　この要綱は、令和６年４月１日から施行する。
　（失効）
２　この要綱は、令和９年３月３１日限り、その効力を失う。
　（失効に伴う経過措置）
３　前項の規定による失効前の井原市障害福祉支援者養成事業補助金交付要綱の規定に基づき交付決定された者に係る第８条から第１３条までの規定については、なお効力を有する。
　　　附　則
　この要綱は、告示の日から施行する。
　　　附　則
　（施行期日）
１　この要綱は、令和８年４月１日から施行する。
（経過措置）

[bookmark: _Hlk214116668]２　この要綱の施行の際、この要綱による改正前の井原市障害福祉支援者養成事業補助金交付要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の改正を加え、なお使用することができる。


